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個人線量の評価用測定器変更に伴う
実施計画の変更について

東京電力ホールディングス株式会社

令和５年１月31日
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１．措置を講ずべき事項への該当有無について

項目 評価内容

Ⅰ．全体工程及びリスク評価について
講ずべき措置

本変更申請によって，廃炉措置全体工程及びリスク評価に影響
を与えないため，該当しない。

Ⅱ．設計，設備について措置を講ずべ
き事項

本変更申請によって，特定原子力施設の構造及び設備，工事の
計画に影響を与えないため，該当しない。

Ⅲ．特定原子力施設の保安のために措
置を講ずべき事項

認可されている措置を講ずべき事項の「変更」に該当する。

Ⅳ．特定核燃料物質の防護 本変更申請は，本項目に関する内容でないため，該当しない。

Ⅴ．燃料デブリの取り出し・廃炉のた
めに措置を講ずべき事項

本変更申請は，本項目に関する内容でないため，該当しない。

Ⅵ．実施計画を策定するにあたり考慮
すべき事項

本変更申請は，既に策定された実施計画の変更であるため，該
当しない。

Ⅶ．実施計画の実施に関する理解促進
本変更申請は，理解促進に関する取り組みに変更がないため，
該当しない。

Ⅷ．実施計画に係わる検査の受検 本変更申請は，本項目に関する内容でないため，該当しない。
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ＲＩ法施行規則の改正に伴い『実施計画Ⅲ 第１編 第６１条，実施計画Ⅲ 第２編 第１０２
条』の線量評価に用いる『被ばく管理用計測器』から電子式線量計を削除し，『実施計画Ⅲ
第３編 放射線管理に係る補足説明』の線量評価に用いる『被ばく管理用計測器』に関する
記載を変更する。

以上より，本変更申請は既に認可されている記載の変更であるが，単独の変更認可申請を希
望します。

２．実施計画の変更箇所

実施計画Ⅲ記載箇所 変更内容

第１編
第６１条（放射線計測器類の管理）

表６１
１．被ばく管理用計測器からの

電子式線量計削除

第２編
第１０２条（放射線計測器類の管理）

表１０２
１．被ばく管理用計測器からの

電子式線量計削除

第３編
3.1.2.3 発電所における放射線管理

3.1.2.5 放射線管理に用いる測定機器等

第１編および第２編の変更に合わせ，警報付
ポケット線量計の記載を削除し，受動形個人
線量計に変更する。
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３．実施計画変更の背景及び概要

2023年10月に『放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則』(以下ＲＩ法施行規則)
の一部改正により，個人線量計の信頼性確保が義務化され，認定機関による認定を受けた
測定器の使用が新たに要求される。

放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則

（測定）第20条 ２項の３

第１号の測定の信頼性を確保するための措置を講じること。

義務化に伴い『放射線障害予防規程に定めるべき事項に関するガイド』に基づく対応が必
要であり，公益財団法人日本適合性認定協会（以下，「ＪＡＢ」という）に認定されたサ
ービス事業者から受動形個人線量計※の提供を受けるか，当社自らがＪＡＢ認定を取得し
て線量評価を行うことで個人線量計の信頼性が確保されることとなる。

※認証を受けた線量計は現状受動形個人線量計のみであり，電子式線量計でＪＡＢ認定を得た事業者は現時点ではいない。

福島第一原子力発電所では，現在電子式線量計とＪＡＢ認定された測定サービス事業者か
ら提供されている受動形個人線量計を併用しており，ＲＩ法施行規則改正に向けて実施計
画に定める３ヶ月に１回の外部被ばく線量の評価に用いる被ばく管理用測定器を『受動形
個人線量計』とするため，実施計画の関連箇所を変更する。



４．現行の個人線量算定フロー

【厚労省ガイドライン※に基づく算定フロー】

APD

受動形
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受動形
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※東京電力福島第一原子力発電所における安
全衛生管理対策のためのガイドライン

（ＲＩ規則改正に伴い，改正予定）
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５．実施計画変更前後の個人線量算定に使用する個人線量計

変更前 変更後

評価用
（実施計画61条，102条）

評価用および
作業管理用

（実施計画61条，102条）

評価用
（実施計画61条，102条）

作業管理用

受動形線量計※1 電子式線量計※２

※1：既にJAB認定取得済事業者の供給する受動形個人線量計（ガラスバッジ【上段】，ルミネスバッジ【下段】）
を使用している。

※2：厚労省ガイドライン（改訂予定）により，受動形個人線量計を主とし，電子式線量計との併用が要求されてお
り，受動形個人線量計の値と電子式線量計の値を比較し，ＡＰＤ値を評価値として採用する場合がある。

• 現在福島第一原子力発電所では，受動形個人線量計と電子式線量計を併用し，外部被ばく
線量の測定および評価を行っている。

• ＲＩ法施行規則の改正に伴い，3ヶ月に１回行う外部被ばく線量の評価用として受動形個
人線量計を使用し，作業件名毎や日々の線量管理の作業管理用として電子式線量計を使用
する。

受動形線量計※1 電子式線量計



• JAB認定測定サービス事業者が，受動形個人線量計の組立・納品
• 発電所の各社が，毎月社内の受動形個人線量計を調達，配布，使用，回収
• 毎月，JAB認定測定サービス事業者が，受動形個人線量計の測定・報告
• 発電所の各社が，報告書（データ含む）を受領，確認

JAB認定測定サービス事業者
の工場

JAB認定測定サービス事業
者の営業所

発電所

※ガラスバッジの例

６．JAB認定測定サービス事業者から提供される受動形個人線量計について

各社で調達，
配布，GB使用

各社でGB回収

報告書（データ含む）
を受領，確認
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• 実施計画第１編第６１条（第２編は第１０２条）に記載する被ばく管理用計測器は，実施
計画第１編第５８条（第２編は第６１条）に定める線量の評価を行うための計測器を記載
しており，定期的な点検と機能維持が要求されている。

• これまで当社では，外部被ばくによる線量の評価に用いる「電子式線量計」に対し，設備
所管グループが定期的な点検等を行い，必要な数量を確保していたことから実施計画第１
編第６１条（第２編は第１０２条）に「電子式線量計」を記載していた。

• 法令改正に伴い，外部被ばくによる線量の評価は，JAB認定測定サービス事業者が提供す
る「受動形個人線量計」を各社が毎月調達し，JAB認定測定サービス事業者が測定，点検
及び校正を実施することになるため，実施計画第１編第６１条（第２編は第１０２条）か
ら「電子式線量計」を削除※する（設備所管グループによる点検等の対応はなく，当社及
び各企業が受動形個人線量計を調達・配布・使用・回収する）。

※：「電子式線量計」は，日々の作業管理としての線量算定に用いることから，社内規定に維持管理の方針を規定している。

• 「受動形個人線量計」の管理（調達・配布・使用・回収）は，実施計画第１編および第２
編ともに第3条（品質マネジメント計画）に紐づく社内規定に詳細な管理の方法を規定し
ている。

• なお，これらの考え方は，「受動形個人線量計」をすでに外部被ばく線量の評価用として
使用している他の事業者においても同様である。

７．実施計画変更の考え方
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【使用，保管】
• 当社各グループ

の放射線業務従
事者は，管理対
象区域入域時に
着用
（作業管理用
の電子式線量
計も着用）

• 本人以外に使用
されることのな
いよう，ロッカ
ー等に施錠保管

• 実施計画第１編第６１条（第２編は第１０２条）から個人線量計に係る記載を削除するが，
実施計画第３編放射線管理に係わる補足説明での規定は継続し，実施計画第１編第２編とも
に第3条（品質マネジメント計画）に紐づく社内規定に「受動形個人線量計」の管理の方法
を規定している。

８．社内規定における管理イメージ

社内規定

【調達】
• 当社取り纏めグ

ループが，社内
の放射線業務従
事者分の受動形
個人線量計を，
JAB認定測定サ
ービス事業者か
ら調達

・ JAB認定測定サ
ービス事業者で
あることは，証
明書等で確認

JAB認定測定サービス事業者

【配布】
• 調達した受動形

個人線量計を当
社取り纏めグル
ープが社内各グ
ループへ配布

【回収，測定依頼】
• 当社取り纏めグ

ループは社内各
グループから受
動形個人線量計
を回収

• 当社取り纏めグ
ループはJAB認定
測定サービス事
業者へ受動形個
人線量計の測定
依頼

【測定結果の確認
登録，通知】

• 当社取り纏めグ
ループは測定結
果を確認し，シ
ステムに登録

・当社取り纏めグ
ループは測定結
果を各個人に通
知

※協力企業分は，各企業が受動形個人線量計の調達，配布，使用，保管，回収，測定依頼を実施
し，測定結果を確認後，当社取り纏めグループに測定結果のシステム登録を依頼。各企業にて
登録結果を確認し，各個人に通知（実施計画第１編第65条（第2編は第105条）に紐づく放射
線管理仕様書に定める対応）。当社取り纏めグループが全作業員の線量を把握・管理。
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変更前 変更後

第１編
（線量の評価）
第５８条
放射線防護ＧＭは，所員の放射線業務従事者の実効線量及び等価
線量を表５８に定める項目及び頻度に基づき評価し，法令に定め
る線量限度を超えていないことを確認する。

表５８
外部被ばくによる線量 ３ヶ月に１回※１
内部被ばくによる線量 ３ヶ月に１回※１
※１：女子（妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を
書面で申し出た者を除く。）にあっては，１ヶ月に１回とする。

変更なし

（放射線計測器類の管理）
第６１条 各ＧＭは，表６１に定める放射線計測器類について，
同表に定める数量を確保する。ただし，故障等により使用不能と
なった場合は，修理又は代替品を補充する。

表６１

（放射線計測器類の管理）
第６１条 各ＧＭは，表６１に定める放射線計測器類について，
同表に定める数量を確保する。ただし，故障等により使用不能と
なった場合は，修理又は代替品を補充する。

表６１

９．実施計画Ⅲ 第１編第６１条の変更箇所

分類 計測器種類 所管ＧＭ 数量※１

１．被ばく
管理用計測
器

電子式線量計 保安総括ＧＭ １式

ホールボディカウンタ 保安総括ＧＭ １台

（以下略）

分類 計測器種類 所管ＧＭ 数量※１

１．被ばく
管理用計測
器

ホールボディカウンタ 保安総括ＧＭ １台

（以下略）

【変更内容】
・実施計画Ⅲ 第１編に記載の，線量の評価に使用する「被ばく管理用計測器」から，電子式線量計の

記載を削除する。
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変更前 変更後

第２編
（線量の評価）
第９９条
放射線防護ＧＭは，所員の放射線業務従事者の実効線量及び等価
線量を表５８に定める項目及び頻度に基づき評価し，法令に定め
る線量限度を超えていないことを確認する。

表９９
外部被ばくによる線量 ３ヶ月に１回※１
内部被ばくによる線量 ３ヶ月に１回※１
※１：女子（妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を
書面で申し出た者を除く。）にあっては，１ヶ月に１回とする。

変更なし

（放射線計測器類の管理）
第１０２条 各ＧＭは，表１０２に定める放射線計測器類につい
て，同表に定める数量を確保する。ただし，故障等により使用不
能となった場合は，修理又は代替品を補充する。

表１０２

（放射線計測器類の管理）
第１０２条 各ＧＭは，表１０２に定める放射線計測器類につい
て，同表に定める数量を確保する。ただし，故障等により使用不
能となった場合は，修理又は代替品を補充する。

表１０２

分類 計測器種類 所管ＧＭ 数量※１

１．被ばく
管理用計測
器

電子式線量計 保安総括ＧＭ １式

ホールボディカウンタ 保安総括ＧＭ １台

（以下略）

分類 計測器種類 所管ＧＭ 数量※１

１．被ばく
管理用計測
器

ホールボディカウンタ 保安総括ＧＭ １台

（以下略）

１０．実施計画Ⅲ 第２編第１０２条の変更箇所

【変更内容】
・実施計画Ⅲ 第２編に記載の，線量の評価に使用する「被ばく管理用計測器」から，電子式線量計の

記載を削除する。
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変更前 変更後
第１編
附 則

附則（令和４年１０月２７日 原規規発第2210277号）
（施行期日）
第１条
この規定は，令和４年１１月４日から施行する。
２．第４２条については，１号大型カバー換気設備の運用を開始した時
点から適用することとし，それまでの間は従前の例による。

（中略）

附則（令和４年５月９日 原規規発第2205093号）
（施行期日）
第１条
２．第４条，第５条，第５２条，第５６条及び第５７条については，本
実施計画変更認可申請書の認可を受けた日又は令和４年１月１４日付に
て申請した福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画（Ⅳ
特定核燃料物質の防護）変更認可申請書の認可を受けた日のいずれか遅
い日より３０日以内に施行することとし，それまでの間は従前の例によ
る。

（中略）

第１編
附 則

附則（ ）
（施行期日）
第１条

この規定は，原子力規制委員会の認可を受けた日から１０日以内に施
行する。
２．第６１条（第２編は第１０２条）については，放射性同位元素等の
規制に関する法律施行規則の改正までに適用することとし，それまでの
間は従前の例による。

附則（令和４年１０月２７日 原規規発第2210277号）
（施行期日）
第１条

２．第４２条については，１号大型カバー換気設備の運用を開始した時
点から適用することとし，それまでの間は従前の例による。

（中略）

附則（令和４年５月９日 原規規発第2205093号）
（施行期日）
第１条
２．第４条，第５条，第５２条，第５６条及び第５７条については，本
実施計画変更認可申請書の認可を受けた日又は令和４年１月１４日付に
て申請した福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画（Ⅳ
特定核燃料物質の防護）変更認可申請書の認可を受けた日のいずれか遅
い日より３０日以内に施行することとし，それまでの間は従前の例によ
る。

（中略）

１１．実施計画Ⅲ 第１編および第２編附則

【施行期日】
・2023年10月施行のＲＩ法施行規則改正に万全を期すること，および個人線量管理は年度管理であるこ

とから，４月１日を運用開始日予定とする。
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変更前 変更後
附則（令和２年２月１３日 原規規発第2002134号）
（施行期日）
第１条
２．第５条，第３８条，第３９条及び第４２条の２の表４２の２－１に
おける増設焼却炉建屋排気筒から放出される放射性気体廃棄物の管理に
ついては，増設雑固体廃棄物焼却設備の運用を開始した時点から適用す
ることとし，それまでの間は従前の例による。
４．添付１（管理区域図）の全体図における増設焼却炉建屋及び増設焼
却炉建屋の管理区域図面並びに添付２（管理対象区域図）の全体図にお
ける増設焼却炉建屋及び増設焼却炉建屋の管理対象区域図面の変更は，
それぞれの区域の区域区分の変更をもって適用することとし，それまで
の間は従前の例による。

附則（平成３１年１月２８日 原規規発第1901285号）
（施行期日）
第１条
２．第５条及び第４２条の２については，油処理装置の運用を開始した
時点から適用することとし，それまでの間は従前の例による。

附則（平成２９年３月７日 原規規発第1703071号）
（施行期日）
第１条
２．第３条，第５条及び第４２条の２については，放射性物質分析・研
究施設第１棟の運用を開始した時点から適用することとし，それまでの
間は従前の例による。

（省略）

附則（令和２年２月１３日 原規規発第2002134号）
（施行期日）
第１条
２．第５条，第３８条，第３９条及び第４２条の２の表４２の２－１に
おける増設焼却炉建屋排気筒から放出される放射性気体廃棄物の管理に
ついては，増設雑固体廃棄物焼却設備の運用を開始した時点から適用す
ることとし，それまでの間は従前の例による。
４．添付１（管理区域図）の全体図における増設焼却炉建屋及び増設焼
却炉建屋の管理区域図面並びに添付２（管理対象区域図）の全体図にお
ける増設焼却炉建屋及び増設焼却炉建屋の管理対象区域図面の変更は，
それぞれの区域の区域区分の変更をもって適用することとし，それまで
の間は従前の例による。

附則（平成２９年３月７日 原規規発第1703071号）
（施行期日）
第１条
２．第３条，第５条及び第４２条の２については，放射性物質分析・研
究施設第１棟の運用を開始した時点から適用することとし，それまでの
間は従前の例による。

（省略）

１１．実施計画Ⅲ 第１編および第２編附則
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変更前 変更後
第３編
3.1.2.3 発電所における放射線管理
(5)個人被ばく管理
（中略）
管理対象区域（管理区域を含む）に立ち入る者の個人被ばく管理は，
線量を常に測定評価するとともに定期的及び必要に応じて健康診断
を実施し，身体的状態を把握することによって行う。
（中略）
ｃ．線量の管理
放射線業務従事者の線量が，線量限度を超えないよう被ばく管理上
必要な措置を講じる。
(a) 外部被ばくによる線量の評価
外部被ばくによる線量の測定は，原則として次のように行う。
① 管理対象区域（管理区域を含む）に立ち入る場合には，警報付ポ
ケット線量計等を着用させ，外部被ばくによる線量をその日ごとに
測定する。
（中略）
ｃ．線量の管理
（中略）
(d) 個人の線量の測定結果は，定期的に評価，記録するとともに以
後の放射線管理及び健康管理に反映させる。

なお，視察等管理対象区域（管理区域を含む）に一時的に立ち入る
者については，その都度警報付ポケット線量計等を着用させ，外部
被ばくによる線量の測定を行うほか，必要に応じて内部被ばくによ
る線量の評価を行う。
（省略）

第３編
3.1.2.3 発電所における放射線管理
(5)個人被ばく管理
（中略）
管理対象区域（管理区域を含む）に立ち入る者の個人被ばく管理は，
線量を常に測定するとともに定期的及び必要に応じて健康診断を実
施し，身体的状態を把握することによって行う。
（中略）
ｃ．線量の管理
放射線業務従事者の線量が，線量限度を超えないよう被ばく管理上
必要な措置を講じる。
(a) 外部被ばくによる線量の評価
外部被ばくによる線量の測定は，原則として次のように行う。
① 管理対象区域（管理区域を含む）に立ち入る場合には，受動形個
人線量計を着用させ，外部被ばくによる線量を測定する。

（中略）
ｃ．線量の管理
（中略）
(d) 個人の線量の測定結果は，定期的に評価，記録するとともに以
後の放射線管理及び健康管理に反映させる。

なお，視察等管理対象区域（管理区域を含む）に一時的に立ち入る
者については，その都度電子式個人線量計等を着用させ，外部被ば
くによる線量の測定を行うほか，必要に応じて内部被ばくによる線
量の評価を行う。
（省略）

【変更内容】
・第１編および第２編の変更に合わせ，個人線量評価用測定器の記載を「受動形個人線量計」に変更する。
・なお，「法令改正に向けた意見募集結果における原子力規制委員会からの回答」において，視察者等の一時立入者が着用

する線量計は法令要求の対象外である旨が示されていることから，一部電子式個人線量計の記載を継続する。

１２．実施計画Ⅲ 第３編の変更箇所
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変更前 変更後
第３編
3.1.2.5 放射線管理に用いる測定機器等
(1)主要設備
（中略）
ｃ．個人管理用測定設備及び測定機器

個人の線量管理のため，外部放射線に係る線量当量を測定する
蛍光ガラス線量計，警報付ポケット線量計等を発電所内に，内部
被ばくによる線量を評価するためホールボディカウンタ等を発電
所構外に備える。

なお，放射性物質の体内摂取が考えられる場合に実施するバイ
オアッセイについては，必要に応じて発電所構外にて実施する。

（中略）
(2)主要仕様
放射線管理設備の主要仕様を以下に示す。
（中略）
個人管理用測定設備及び測定機器 1 式
・ホールボディカウンタ
・警報付ポケット線量計
・蛍光ガラス線量計
（省略）

第３編
3.1.2.5 放射線管理に用いる測定機器等
(1)主要設備
（中略）
ｃ．個人管理用測定機器

個人の線量管理のため，外部放射線に係る線量当量を測定する
受動形個人線量計，電子式個人線量計を，内部被ばくによる線量
を評価するためホールボディカウンタ等を備えるとともに，必要
に応じてバイオアッセイを実施する。

（中略）
(2)主要仕様
放射線管理設備および機器の主要仕様を以下に示す。
（中略）
個人管理用測定機器 1 式
・ホールボディカウンタ
・電子式個人線量計
・受動形個人線量計
（省略）

【変更内容】
・第１編および第２編の変更に合わせ，個人線量評価用測定器の記載を「受動形個人線量計」に変更する。
・なお，「法令改正に向けた意見募集結果における原子力規制委員会の回答」において，視察者等の一時立入者が着用す

る線量計は法令要求の対象外である旨が示されていることから，一部電子式個人線量計の記載は継続する。
・「発電所構外」等の場所を限定した記載となっていることから，今後バイオアッセイの実施場所を発電所構内で行うこ

とも考慮した記載とする。

１３．実施計画Ⅲ 第３編の変更箇所



• 各種法令では「管理区域に一時的に立ち入る者（放射線業務従事者）」と「管理区域に一
時的に立ち入る者であって，放射線業務従事者でないもの」と区分けされている。

【参考】法令上の一時立入者の考え方

法令名称 条文

放射性同位元素等の規制に関
する法律
（放射線障害予防規程に定め
るべき事項に関するガイド）

別紙 規則第２０条に係わる測定の信頼性確保について
１－２ 管理区域に一時的に立ち入る者であって放射線業務従事者でな

いものの外部被ばくによる線量の測定に係わる「測定の信頼性を
確保するための措置」について

管理区域に一時的に立ち入る者であって，放射線業務従事者でないもの
（以下「一時的立入者」という）のうち，外部被ばくによる実効線量が
１００μＳｖを超えるおそれがある者については，規則第２０条の規定
に基づく線量の測定を行わなければならない。
～中略～
なお，許可届け出使用者及び許可廃棄事業者においては，外部被ばくに
よる実効線量が１００μＳｖを超えるおそれのない一時的立入者につい
ても，有意な被ばくがないこと等を確認するため，外部被ばくによる線
量の測定を自主的に実施するという取組も実務において広く認められる
が，その測定の実施及び信頼性を確保するための措置については，法令
上規定はない。

労働安全衛生法
（電離放射線障害防止規則）

第八条 線量の測定
事業者は，放射線業務従事者，緊急作業に従事する労働者，管理区域に
一時的に立ち入る労働者の管理区域内において受ける外部被ばくによる
線量及び内部被ばくによる線量を測定しなければならない。
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• 「放射線障害予防規程に定めるべき事項に関するガイド」の別紙に，下表のとおり「放射線
施設に立ち入った者の区分ごとの外部被ばくによる線量の測定に係わる測定の信頼性を確保
するための措置を講じた測定との関係」として定められている。

【参考】一時立入者の測定（放射線障害予防規程に定めるべき事項に関するガイド抜粋）

放射線施設に立ち入った者の区分
法令上の
測定義務

信頼性を確保するための措置を講じた測定

放射線業務従事者 有
●ＩＳＯ／ＩＥＣ １７０２５に規定される能力を満たす

人又は機関による測定及びそれと同等の品質マネジメン
トシステムの確立等に係わる要求事項を満たす測定

一
時
的
立
入
者

外部被ばくによる実効線量が
１００μＳｖを超えるおそれ
のある者

有

次のいずれか
●ＩＳＯ／ＩＥＣ １７０２５に規定される能力を満たす

人又は機関による測定及びそれと同等の品質マネジメン
トシステムの確立等に係わる要求事項を満たす測定

●放射線測定器について，点検及び校正を１年ごとに適切
に組み合わせて行った放射線測定器による測定

外部被ばくによる実効線量が
１００μＳｖを超えるおそれ
のない者

無
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• 福島第一原子力発電所では，一時立入者の立入許可を「原則０．１ｍＳｖ／日以下」として
おり，「測定の信頼性を確保するための措置を講じた測定器は不要」となる。ただし，有意
な被ばくがないことの確認が必要であるため，一時立入者も電子式個人線量計での測定を継
続して実施する。


